
(地独)青森県産業技術センターの役員の報酬等の支給基準の変更について

１ 経緯

「職員の給与の特例に関する条例」（平成２５年６月青森県条例第４５号）が、平成

２５年７月１日に施行されたことに伴い、(地独)青森県産業技術センターでは、県に準じ、

「役員の報酬等に関する規程」を以下のとおり改正し、７月５日付けで県に届出があった。

県は、届出があった場合、地方独立行政法人法上第４９条第１項の規定に基づき、評価

委員会に通知するものとされていることから７月９日付けで通知したものである。

２ 改正の内容

(1) 理事長報酬月額及び非常勤役員手当日額 ９．７１％減額

(2) 理事に対する報酬である役員手当 １０．０％減額

(3) 理事長及び理事に対する期末・勤勉手当 ７．１８％減額

３ 実施期間

平成２５年７月１日～平成２６年３月３１日

【参考】役員報酬等の支給基準に係る手続き

(1) 特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを設立団体の長に届け出

るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。（地方独立行政法人法第４８

条第２項）

(2) 地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当（以下「報酬等」という。）の支給基準は、国及び

地方公共団体の職員の給与、他の地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬等を考慮して定めなければ

ならない。（地方独立行政法人法第４８条第３項）

(3) 設立団体の長は、前条第２項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を

評価委員会に通知するものとする。

（地方独立行政法人法第４９条第１項）

(4) 評価委員会は、県（設立団体の長）から報酬等の支給基準の変更の通知を受けたときは、その支給の基

準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、県に対し、意見を申し出ることができる。

（地方独立行政法人法第４９条第２項）
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○ 役員の報酬等に関する規程（平成２１年規程第８号） 新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第１５条 略 第１条～第１５条 略

附 則～附 則（平成２４年規程第２号） 略 附 則～附 則（平成２４年規程第２号） 略

附 則（平成２５年規程第１７号）

１ この規程は、平成２５年７月１日から施行する。

２ 平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日までの間（以下「特例期

間」という。）における理事長の報酬月額は、第４条の規定及び附則第２項、

第３項の規定にかかわらず、第４条の規定による額から、当該額に１００

分の９.７１を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）を減じて得た額とする。

ただし、期末手当及び勤勉手当並びに退職手当の額の算定の基礎となる

報酬月額は、第４条の規定による報酬月額とする。

３ 特例期間における非常勤役員手当額は、第６条の規定にかかわらず、同

条に規定する額から、当該額に１００分の９.７１を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じて得た額

とする。

４ 特例期間における職員兼務役員の役員手当の額は、第８条第１項の規定

にかかわらず、同項に規定する額から当該額に１００分の１０.０を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）

を減じて得た額とする。
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○ 職員の給与に関する規程（平成２１年規程第２０号） 新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第４１条 略 第１条～第４１条 略

附 則～附 則（平成25年規程第9号） 略 附 則～附 則（平成25年規程第9号） 略

附 則（平成２５年規程第１５号）

１ この規程は、平成２５年７月１日から施行する。

２ 平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日までの間（以下「特例期

間」という。）における第４条第１項の給料表の適用を受ける職員（別に定

める職員を除く。）の給料月額は、同条から第５条及び附則第２項並びに第

４項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から当該給料月額

に職の職制上の段階を考慮して次項に定める割合（以下「支給減額率」と

いう。）を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てた額）を減じた額とする。ただし、次に掲げる手当の額等の算出

の基礎となる職員の給料月額は、支給減額後（第４号に掲げる手当の額の

算出の基礎となる職員の給料月額にあっては、第４条及び第５条の規定）

の給料月額とする。

(1) この規程の規定による手当の額

(2) 第２２条、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程（平成２１年

規程第１５号）第１９条第５項、職員の育児休業等に関する規程（平成

２１年規程第１６号）第１８条、職員の修学部分休業に関する規程（平

成２１年規程第１７号）第３条第１項又は職員の高齢者部分休業に関す

る規程（平成２１年規程第１８号）第３条第１項の規定による勤務しな

い１時間につき減額する額

(3) 第２８条第１項の規定による勤務１時間当たりの給与額

(4) 職員の退職手当に関する規程（平成２１年規程第２９号）の規定によ

る退職手当の額
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改 正 案 現 行

３ 支給減額率は、次の表に掲げる区分に応じ、同表に掲げる率とする。

区分 給料表 減額率

課長相当職以上 事務職７～９級 ９.７１％

その他給料表 管理職手当３類以上

主査相当職以上 事務職３～６級 ７.７１％

その他給料表 期末手当職務加算対象者

係員 事務職１・２級 ４.７１％

その他給料表 期末手当職務加算非対象者

４ 特例期間における任期付研究員の給料月額は、第３５条及び附則第２項

の規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に支給減額率を乗

じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた

額）を減じた額とする。ただし、次に掲げる手当の額等の算出の基礎とな

る任期付研究員の給料月額は、支給減額後の給料月額とする。

(1) この規程の規定による手当の額

(2) 第２２条、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第１９条第５

項、職員の育児休業等に関する規程第１８条の規定による勤務しない１

時間につき減額する額

(3) 第２８条第１項の規定による勤務１時間当たりの給与額

５ 特例期間における職員及び任期付研究員の第２２条、職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する規程第１９条第５項、職員の育児休業等に関する規

程第１８条、職員の修学部分休業に関する規程第３条第１項又は職員の高

齢者部分休業に関する規程第３条第１項の規定による勤務しない１時間に

つき減額する額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額か

ら当該額に支給減額率を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じた

ときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。

６ 特例期間における職員及び任期付研究員の第２８条第１項の規定による

勤務１時間当たりの給与額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定によ
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改 正 案 現 行

る額から当該額に支給減額率を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。

７ 特例期間における職員及び任期付研究員の第３０条の規定による期末手

当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額に１

００分の７．１８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てた額）を減じた額とする。

８ 特例期間における職員の第３３条の規定による勤勉手当の額は、同条の

規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額に１００分の７．１８

を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた額）を減じた額とする。


